
第３柏野住宅団地の皆様へ

原料費調整制度とは

調整する方法

今回の基準単位料金の調整の仕方
（1） - の平均原料価格

（2） 原料価格変動額の算定
／トン — ／トン= ／トン

（３） 基準単位料金調整額の算定
÷ 100円

（少数点第３位以下切り捨て）
を基準単位料金へ加えます。

＊調整単位料金とは、基準単位料金から調整分 47.73円 をプラスした金額で、令和8年5月分となります。
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区 分 基本料金 単位料金

B 群 1,650.00円(税抜)

1268.3000 円(税込)

1815.0000 円(税込)

基準単位料金

調整単位料金

基準単位料金

A 郡 1,153.00円(税抜)

450.05円(税抜)

C 群 3,160.00円(税抜)

3476.0000 円(税込)

調整単位料金

令和8年2月
（通関統計から算出）

83,230円 22,220円

22,200円 ×0.215(調整単位) ＝ 47.73

令和8年5月

１ヶ月のご使用量

0㎥から8㎥ 514.78円(税抜)

562.51円(税抜)

調整単位料金の適用基準

=83,230円
令和7年12月

8㎥を越え30㎥まで

30㎥を越えるもの

調整単位料金
調整単位料金
基準単位料金

① 料金算定期間の末日が１月１日から１月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年８月から１
０月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が２月１日から２月２８日（うるう年は２月２９日）に属する料金算定期間の早収料金の算定にあ
たっては、前年９月から１１月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が３月１日から３月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年１０月から
１２月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が４月１日から４月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年１１月から
当年１月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が５月１日から５月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年１２月から
当年２月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が６月１日から６月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年１月から３
月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が７月１日から７月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年２月から４
月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が８月１日から８月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年３月から５
月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が９月１日から９月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年４月から６
月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が１０月１日から１０月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年５月か
ら７月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が１１月１日から１１月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年６月か
ら８月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が１２月１日から１２月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年７月か
ら９月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

株式会社丸片ガス

ガス料金についてのお知らせ

日頃から弊社のガスをご利用いただきまして、厚くお礼申し上げます。 さて、簡易ガス事業の料金制度につきましては、
『複数二部料金制度』及び『原料費調整制度』を東北経済産業局長から認可を得まして採用させていただいております。
更に平成２１年３月の省令改正により、平成２２年３月より毎月の調整を行う新原料費調整制度を導入しました。この制度採
用によりまして、今回、新原料費調整制度によります第56回目のガス料金の改定を実施させていただきます。

 為替レートの変動等によりまして、毎月ガス料金の『基準単位料金の１㎥当りの単価を調整する制度』であります。

調整する方法につきましては、料金改定時『基準平均原料価格』を設定しております。この価格はプロパンガスの財務省
貿易通関統計（通称CIF価格といいます）の平均額で、『トン当り６１，０１０円』（平成18年9月時）とされております。 毎月
発表されますCIF価格の平均価格を『平均原料価格』（１０円未満四捨五入１０円単位）といいまして、基準平均原料価格と
の差で、ガス料金の調整が行われることになります。 ただし、平均原料価格が９７，６２０円以上となった場合は、９７，６２０
円として基準単位料金を調整します。



第３柏野住宅団地 料 金 表 （早見表）

株式会社 丸片ガス
㎥ 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

0 1,268 1,329 1,391 1,453 1,515 1,577 1,639 1,700 1,763 1,824
(1,153) (1,209) (1,265) (1,321) (1,378) (1,434) (1,490) (1,546) (1,603) (1,659)

1 1,886 1,948 2,010 2,072 2,134 2,195 2,258 2,319 2,381 2,443
(1,715) (1,771) (1,828) (1,884) (1,940) (1,996) (2,053) (2,109) (2,165) (2,221)

2 2,505 2,567 2,629 2,690 2,753 2,814 2,876 2,938 3,000 3,062
(2,278) (2,334) (2,390) (2,446) (2,503) (2,559) (2,615) (2,671) (2,728) (2,784)

3 3,124 3,185 3,248 3,309 3,371 3,433 3,495 3,557 3,619 3,680
(2,840) (2,896) (2,953) (3,009) (3,065) (3,121) (3,178) (3,234) (3,290) (3,346)

4 3,743 3,804 3,866 3,928 3,990 4,052 4,114 4,175 4,238 4,299
(3,403) (3,459) (3,515) (3,571) (3,628) (3,684) (3,740) (3,796) (3,853) (3,909)

5 4,361 4,423 4,485 4,547 4,609 4,670 4,733 4,794 4,856 4,918
(3,965) (4,021) (4,078) (4,134) (4,190) (4,246) (4,303) (4,359) (4,415) (4,471)

6 4,980 5,042 5,104 5,165 5,228 5,289 5,351 5,413 5,475 5,537
(4,528) (4,584) (4,640) (4,696) (4,753) (4,809) (4,865) (4,921) (4,978) (5,034)

7 5,599 5,660 5,723 5,784 5,846 5,908 5,970 6,032 6,094 6,155
(5,090) (5,146) (5,203) (5,259) (5,315) (5,371) (5,428) (5,484) (5,540) (5,596)

8 6,218 6,273 6,328 6,383 6,438 6,493 6,548 6,603 6,658 6,713
(5,653) (5,703) (5,753) (5,803) (5,853) (5,903) (5,953) (6,003) (6,053) (6,103)

9 6,768 6,823 6,878 6,933 6,988 7,043 7,098 7,153 7,208 7,263
(6,153) (6,203) (6,253) (6,303) (6,353) (6,403) (6,453) (6,503) (6,553) (6,603)

10 7,318 7,373 7,428 7,484 7,539 7,594 7,649 7,704 7,759 7,814
(6,653) (6,703) (6,753) (6,804) (6,854) (6,904) (6,954) (7,004) (7,054) (7,104)

11 7,869 7,924 7,979 8,034 8,089 8,144 8,199 8,254 8,309 8,364
(7,154) (7,204) (7,254) (7,304) (7,354) (7,404) (7,454) (7,504) (7,554) (7,604)

12 8,419 8,474 8,529 8,584 8,639 8,694 8,749 8,804 8,859 8,915
(7,654) (7,704) (7,754) (7,804) (7,854) (7,904) (7,954) (8,004) (8,054) (8,105)

13 8,970 9,025 9,080 9,135 9,190 9,245 9,300 9,355 9,410 9,465
(8,155) (8,205) (8,255) (8,305) (8,355) (8,405) (8,455) (8,505) (8,555) (8,605)

14 9,520 9,575 9,630 9,685 9,740 9,795 9,850 9,905 9,960 10,015
(8,655) (8,705) (8,755) (8,805) (8,855) (8,905) (8,955) (9,005) (9,055) (9,105)

15 10,070 10,125 10,180 10,235 10,291 10,346 10,401 10,456 10,511 10,566
(9,155) (9,205) (9,255) (9,305) (9,356) (9,406) (9,456) (9,506) (9,556) (9,606)

16 10,621 10,676 10,731 10,786 10,841 10,896 10,951 11,006 11,061 11,116
(9,656) (9,706) (9,756) (9,806) (9,856) (9,906) (9,956) (10,006) (10,056) (10,106)

17 11,171 11,226 11,281 11,336 11,391 11,446 11,501 11,556 11,611 11,666
(10,156) (10,206) (10,256) (10,306) (10,356) (10,406) (10,456) (10,506) (10,556) (10,606)

18 11,722 11,777 11,832 11,887 11,942 11,997 12,052 12,107 12,162 12,217
(10,657) (10,707) (10,757) (10,807) (10,857) (10,907) (10,957) (11,007) (11,057) (11,107)

19 12,272 12,327 12,382 12,437 12,492 12,547 12,602 12,657 12,712 12,767
(11,157) (11,207) (11,257) (11,307) (11,357) (11,407) (11,457) (11,507) (11,557) (11,607)

20 12,822 12,877 12,932 12,987 13,042 13,097 13,153 13,208 13,263 13,318
(11,657) (11,707) (11,757) (11,807) (11,857) (11,907) (11,958) (12,008) (12,058) (12,108)

21 13,373 13,428 13,483 13,538 13,593 13,648 13,703 13,758 13,813 13,868
(12,158) (12,208) (12,258) (12,308) (12,358) (12,408) (12,458) (12,508) (12,558) (12,608)

22 13,923 13,978 14,033 14,088 14,143 14,198 14,253 14,308 14,363 14,418
(12,658) (12,708) (12,758) (12,808) (12,858) (12,908) (12,958) (13,008) (13,058) (13,108)

23 14,473 14,529 14,584 14,639 14,694 14,749 14,804 14,859 14,914 14,969
(13,158) (13,209) (13,259) (13,309) (13,359) (13,409) (13,459) (13,509) (13,559) (13,609)

24 15,024 15,079 15,134 15,189 15,244 15,299 15,354 15,409 15,464 15,519
(13,659) (13,709) (13,759) (13,809) (13,859) (13,909) (13,959) (14,009) (14,059) (14,109)

25 15,574 15,629 15,684 15,739 15,794 15,849 15,904 15,961 16,016 16,071
(14,159) (14,209) (14,259) (14,309) (14,359) (14,409) (14,459) (14,510) (14,560) (14,610)

26 16,126 16,181 16,236 16,291 16,346 16,401 16,456 16,511 16,566 16,621
(14,660) (14,710) (14,760) (14,810) (14,860) (14,910) (14,960) (15,010) (15,060) (15,110)

27 16,676 16,731 16,786 16,841 16,896 16,951 17,006 17,061 17,116 17,171
(15,160) (15,210) (15,260) (15,310) (15,360) (15,410) (15,460) (15,510) (15,560) (15,610)

28 17,226 17,281 17,336 17,392 17,447 17,502 17,557 17,612 17,667 17,722
(15,660) (15,710) (15,760) (15,811) (15,861) (15,911) (15,961) (16,011) (16,061) (16,111)

29 17,777 17,832 17,887 17,942 17,997 18,052 18,107 18,162 18,217 18,272
(16,161) (16,211) (16,261) (16,311) (16,361) (16,411) (16,461) (16,511) (16,561) (16,611)

30 18,327 18,376 18,426 18,475 18,525 18,574 18,624 18,673 18,723 18,772
(16,661) (16,706) (16,751) (16,796) (16,841) (16,886) (16,931) (16,976) (17,021) (17,066)

31 18,822 18,871 18,921 18,970 19,020 19,069 19,119 19,168 19,218 19,267
(17,111) (17,156) (17,201) (17,246) (17,291) (17,336) (17,381) (17,426) (17,471) (17,516)

32 19,317 19,366 19,416 19,465 19,515 19,564 19,614 19,663 19,713 19,762
(17,561) (17,606) (17,651) (17,696) (17,741) (17,786) (17,831) (17,876) (17,921) (17,966)

33 19,812 19,861 19,911 19,960 20,010 20,059 20,109 20,158 20,208 20,257
(18,011) (18,056) (18,101) (18,146) (18,191) (18,236) (18,281) (18,326) (18,371) (18,416)

34 20,307 20,356 20,406 20,455 20,505 20,554 20,604 20,653 20,703 20,752
(18,461) (18,506) (18,551) (18,596) (18,641) (18,686) (18,731) (18,776) (18,821) (18,866)

35 20,802 20,851 20,901 20,950 21,000 21,049 21,099 21,148 21,198 21,247
(18,911) (18,956) (19,001) (19,046) (19,091) (19,136) (19,181) (19,226) (19,271) (19,316)

早収料金（消費税相当額加算前）は、１か月につき次のとおりといたします。

項 目 区 分 基 本 料 金 単位料金

税込 税抜 税込 税抜

料金表A   0㎥から8㎥まで 1,268.3000円 1153.00 円 618.7610円 562.51 円

料金表B  8㎥を超え30㎥まで 1,815.0000円 1650.00 円 550.4290円 500.39 円

料金表C     30㎥を超えるもの 3,476.0000円 3160.00 円 495.0550円 450.05 円

計算の方法
早収料金 ＝ 基本料金 ＋（使用量×基準単位料金）

◇ 検針日の翌日より20日以内に料金をお支払いの場合は上記の表の金額で戴かせてもらいます。

◇ 20日を過ぎてお支払いの場合は遅収料金（3％) を戴きます。

◇ 上記料金表の金額は、「消費税相当額」が含まれております。

令和8年4月


